
口頭弁論終結日　平成１３年７月１３日
主文
１　被告は，原告に対し，金４６０万円及びこれに対する平成１０年５月６日から
支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　原告のその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は，これを１０分し，その１を被告の負担とし，その余を原告の負担
とする。
４　この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　請求
    　被告は，原告に対し，金１億６５７６万６７７１円及びこれに対する平成１
０年５月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
    　本件は，原告が被告に対して振り出した小切手は，弁済又は免責的債務引受
により原因関係上の債権が消滅したので，被告としてはこの小切手を支払呈示に回
さない義務を負うにもかかわらず，被告の従業員がこの小切手を支払呈示に回して
しまったために，原告は銀行取引停止処分を受けて事実上倒産したとして，原告が
被告に対して，民法７１５条の使用者責任に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払
を請求した事案である。
１　争いのない事実等（証拠で認定した事実については，証拠を（）内に示す。）
  (1)　当事者
    　原告は，建築請負業，土木工事業，産業廃棄物処理業等を営む資本金１００
０万円の株式会社であり，平成１０年当時，東京都知事，Ｘ県知事及びＹ県知事か
ら，産業廃棄物収集運搬業の許可を得ていた（甲１ないし４）。
    　被告は，資金の貸付業務等を営む株式会社である。
  (2)　原告・被告間の金銭消費貸借契約と，同債務についての連帯根保証
    ア　原告は，平成９年１０月６日から同１０年２月６日にかけて，合計１０回
にわたり被告から合計１０００万円を借り受けた。その貸付日，貸付金額，最終返
済日及び原告が支払のために振り出した小切手は，別紙（以下別紙省略）一覧表の
とおりである（争いがない）。
    イ　原告代表者Ａ，Ｂ株式会社及び同社代表取締役Ｃは，平成９年１０月６
日，被告に対し，限度額を５００万円として，原告の被告に対する債務を連帯根保
証した。
    ウ　Ａ及びＣは，平成１０年１月５日，被告に対する連帯根保証の限度額を７
００万円に増額し，同日，新たにＤが原告の被告に対する債務を限度額７００万円
で連帯根保証した。
  (3)　原告の１回目の不渡り
    　原告は，被告に対する債務のうち，小切手の支払日が平成９年１２月５日，
同１０年１月５日及び同年２月５日になっている合計２００万円の小切手について
は，決済してこれを支払った（甲６，３５）。
    　しかし，原告は，同年３月５日，被告から支払呈示された別紙一覧表Ｎｏ．
４及び５の小切手（券面額合計１５０万円）については資金繰りがつかず，１回目
の不渡りを出した。
  (4)　原告の２回目の不渡り
    　平成１０年５月６日，被告の従業員は，別紙一覧表Ｎｏ．９の小切手（額面
１００万円，以下「本件小切手」という。）を支払場所に呈示したが，原告は資金
繰りがつかず，２回目の不渡りを出して銀行取引停止処分を受けた（争いがな
い）。
２　争点
  (1)　Ｂ株式会社の代位弁済による原告の被告に対する債務消滅の有無
  (2)　Ｂ株式会社と被告との間の免責的債務引受契約の成否
  (3)　原告の損害
３　争点に関する当事者の主張
  (1)　争点(1)について
  （原告の主張）
    　Ｂ株式会社は，平成１０年４月２日，新たに被告から７００万円を借り入
れ，これをもって，原告の被告に対する残債務全額を被告に代位弁済した。したが



って，原告の小切手振り出しの原因関係上の債務は弁済により消滅しており，被告
は小切手を支払呈示せずに原告に返還すべき義務を負っていた。それにもかかわら
ず，被告従業員が本件小切手を支払呈示したことは，少なくとも過失があったとい
うべきであり，原告に対する不法行為を構成する。
  （被告の主張）
    　被告は，同日，Ｂ株式会社に対して，７００万円を貸し渡してはいない。Ｂ
株式会社は，同日，被告との間で，原告の債務を併存的に引き受ける旨の契約を締
結しただけである。
    　したがって，Ｂ株式会社が被告に対して原告の債務を代位弁済したという事
実もない。
  (2)　争点(2)について
  （原告の主張）
    　Ｂ株式会社は，平成１０年４月２日，被告との間で，原告の残債務をＢ株式
会社が引き受ける旨の免責的債務引受契約を締結した。したがって，原告の小切手
振り出しの原因関係上の債務は消滅しており，被告は小切手を支払呈示せずに原告
に返還すべき義務を負っていた。それにもかかわらず，被告従業員が本件小切手を
支払呈示したのは，原告に対する過失による不法行為に該当する。
  （被告の主張）
    　被告がＢ株式会社との間で締結したのは，免責的債務引受契約ではなく，併
存的債務引受契約である。
  (3)　争点(3)について
  （原告の主張）
    　原告は，被告従業員の本件小切手の支払呈示によって銀行取引停止処分を受
け，倒産したのであるが，倒産により以下の損害を蒙った。
    ア　営業損害　１億５０６９万７０６５円
      　付加価値とは，企業の生産高からその生産のために他の企業から買い入れ
て消費した原材料等の外部購入価格を差し引いて算出されるものであって，ここで
は税引前当期利益に人件費を加算した数値をいうが，原告が銀行取引停止処分を受
ける直前の３年間の原告の付加価値額の平均は，年間５０２３万２３５５円であっ
た。原告は，本件小切手の支払呈示がなければ，少なくとも３年間は正常な企業活
動を維持できたのであるから，銀行取引停止処分を受けた後３年間の原告の付加価
値額が損害となる。
    イ　弁護士費用　　　１５０６万９７０６円
    ウ　合　　　計　１億６５７６万６７７１円
  （被告の主張）
    　原告は，平成１０年３月５日の時点で既に１回目の取引停止処分を受けてお
り，本件小切手の支払呈示がなくても倒産することは確実であった。したがって，
原告に営業損害は発生しないし，営業損害を前提とする弁護士費用も小切手の支払
呈示と因果関係のある損害ではない。
第３　当裁判所の判断
１　前提となる事実
  　前記第２の１（争いのない事実等）に加え，本件各証拠（甲７，２８ないし３
５，３７，４３，４４，４７，４９，５０，５５，５７，５９ないし６０の３，６
１の１，６２，乙１ないし１２，２１，２２，証人Ｃ，同Ｅ，なお，書証は枝番を
含む。）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
  (1)　債権譲渡の承諾
    　原告，Ａ，Ｃ，Ｂ株式会社及びＤは，被告との各契約に際し，債権担保の趣
旨で，期限の利益を失ったときは，被告に対する債務の弁済に充てるため，第三債
務者に対して有する債権を被告に譲渡すること，その際の第三債務者に対する通知
に関しては，被告の定める書類により債権譲渡通知書を作成して，これを被告に交
付し，債権譲渡手続事務の一切を被告に委ねることを約した（乙４ないし６〔１４
条〕参照）。
  (2)　原告の１回目の不渡りの後の状況
      ア　前記争いのない事実等のとおり，原告は，平成１０年３月５日，１回目
の小切手不渡りに陥った。これにより，原告は期限の利益を喪失し，同月１０日時
点における被告に対する残元金額は，８００万円であった（甲５６）。被告Ｍ営業
所所長のＥは，Ａに連絡を取ろうとしたが，Ａの妻によると，Ａは金策のために友
人のところへ行っているということで，直接の連絡がとれなかった。



        　被告従業員は，同月６日，Ｃ及びＤに対しても電話で債務弁済の督促を
試みたが，連絡を取ることができなかった（乙２２）。そこで，被告は，同月９
日，原告の売掛先に対して，前記(1)の約定に基づき，売買代金債権を原告から被告
に移転する旨の債権譲渡通知を発送するとともに，連帯保証人であるＣ，Ｄ及びＢ
株式会社に対して，内容証明郵便による督促状（甲５７）を発送した。
      イ　Ａ，Ａの妻，Ａの知人及びＣは，同月１３日，被告Ｍ営業所を訪れ，所
長Ｅ及び従業員Ｈと，債務の弁済方法について話し合った。Ｅは，Ａらに対し，Ａ
と連帯保証人らとの間で協力して，一括返済をするよう求めたが，Ａは，一括返済
は難しいとして，月額１００万円の分割弁済案を提示した。しかし，Ｅは，Ａの分
割返済案を拒否し，Ｃ及びＢ株式会社に対して，保証債務の一括履行を求めたが，
Ｃは，まず原告からの返済を望み，返済の意思を示さなかったため，話し合いはま
とまらなかった。そこで，Ｅは，Ａらに対し，とりあえず同月１６日までに１００
万円の内入弁済と，追加担保を入れるよう提案し，Ａらもこれを一応検討するとの
ことで，散会した。
      ウ　Ａの妻は，同月１６日，Ｈに電話をかけ，１００万円の内入弁済も，追
加担保の差入れも無理である旨伝えた。Ｅは，Ｈに対し，Ａ本人と連絡を取るよう
指示したが，連絡は取れなかった。また，Ｅ自身もＣに電話をかけたが，連絡は取
れなかった。
        　なお，被告が，原告ないしＡに対して，同日以降，債務履行の督促をし
たことはない。
      エ　Ｅは，同月１７日にＤと連絡を取ったが，Ｄは債務の返済は不能である
旨回答した。さらに，Ｅは，Ｃに数回電話で連絡を取ろうとしたが，連絡がつかな
かった。そこで，Ｅは，同日，Ｂ株式会社との間の前記(1)の約定に基づき，Ｂ株式
会社の売掛先であるＫ企業団及びＭ市に対し，売買代金債権をＢ株式会社から被告
に移転する旨の債権譲渡通知書（甲５８，５９）を発送した。Ｂ株式会社は，従来
公共機関の建物の清掃委託業務を請け負っていたが，特にこの時期は，Ｋ企業団及
びＭ市に対する１年間の清掃業務委託契約の入札時期であったところ，被告からの
前記通知の影響で，入札指名から外されてしまった。
      オ　Ｃは，Ｂ株式会社のこのような窮状にかんがみ，Ｂ株式会社が保証人と
して原告の債務を代位弁済する方向もやむを得ないものと考え，同月１８日にＫ企
業団に対して（甲６０の１ないし３），同月１９日にＭ市に対して（甲６１の１な
いし３），それぞれ債権譲渡通知を撤回する旨の内容証明郵便を発送するととも
に，同月２０日，Ｅに電話をかけ，５０万円の保証債務を履行する代わりに，被告
がしたＫ企業団とＭ市に対する債権譲渡通知を即刻撤回することを求めた。
        　Ｅは，本来であれば，債権譲渡通知は債務者から入金があってから撤回
するのであるが，Ｂ株式会社が官公庁であるＫ企業団及びＭ市からの取引を失え
ば，被告への弁済の原資も得られなくなると考えて，これを承諾し，Ｃ及びＢ株式
会社は連名で，債権譲渡通知書撤回にあたり，①Ｂ株式会社が被告に対して同月３
１日までに１００万円を支払うこと，②同月２１日までに同月３１日を支払期日と
する額面１００万円の手形又は小切手を被告に差し入れること，③同月２５日まで
に被告の納得する人的担保を追加した上で，債務切替契約を締結すること，以上の
事項を不履行したときは，被告が必要と認めるいかなる債権保全措置をとられても
一切異議を述べない旨の記載された念書（甲７，６２）を被告に差し入れた。そこ
で，被告は，同日，Ｋ企業団及びＭ市に対し，債権譲受撤回通知書（甲６３，６
４）を送付した。
      カ　Ｃは，同月２３日，被告Ｍ営業所を訪れ，原告の債務のうち５０万円を
代位弁済した（甲４３）。その際，Ｃは，同月３１日に約束の５０万円を入金する
こと，人的担保を追加することを確認した。ところが，Ｃは，同月３１日，被告Ｍ
営業所を訪れた際，Ｅに対し，支払う予定であった５０万円を支払うことも，人的
担保を追加することもできない旨伝えた。Ｅは，仕方なく，Ｃに対し，５０万円の
支払期限を４月２日まで延長するとともに，人的担保の追加を再度強く求めた。
    (3)　Ｂ株式会社と被告の契約
      ア　Ｃ，Ｄ，Ｆ及びＡの実子であるＧは，同年４月２日，被告Ｍ営業所を訪
れ，Ｃが約束の５０万円を支払った後に，残債務の返済方法について話し合った。
Ｅは，当初，残債務７００万円のうち５００万円をＢ株式会社が支払い，残額の２
００万円をＤが分割で支払うよう提案したが，Ｄは分割金の支払を拒み続けたた
め，結局，その分も含めて残額全部をＢ株式会社で面倒をみることとなった。
      イ　その後，関係者は契約書類を作成することとなった。その際，Ｃは，Ｂ



株式会社名義で，被告に対する７００万円の借用証書（乙１２）に記名押印した。
Ｂ株式会社は，平成１０年４月２日付け（保証）債務弁済契約証書（乙８ないし１
０）を取り交わしたが，同証書にはＢ株式会社が被告から７００万円を借り入れ，
同額の金員の交付を受けた旨の記載並びにＢ株式会社が被告に対し，同年５月から
平成１１年１月まで，毎月５日限り，７００万円の元金と利息の分割金を支払う旨
の記載がある。Ｃ，Ｄ，Ｆ及びＧは，Ｂ株式会社の被告に対する債務を，７００万
円を極度額として連帯根保証する旨の手形割引・金銭消費貸借契約等継続取引に関
する承諾書並びに限度付き根保証承諾書（乙１ないし３），連帯根保証確認書等
（乙７の１ないし３，１
１の１ないし３）に署名押印した。これに対し，被告は，Ｂ株式会社に対し，７５
４万５６２７円の領収証（甲４４）を作成・交付した。その領収証には，Ｅの指示
を受けた被告Ｍ営業所営業事務従業員Ｉにより，「本日の入金をもって貴殿（社）
の本件に関する保証債務はすべて終了いたしました」との手書きの記載がなされて
いるほか，「債務弁済金」欄の「完済」の部分と，「利息」欄に丸がつけられ，債
務者である原告の保証人としての代位弁済である旨と，融資残高はゼロである旨の
記載がある。
      ウ　被告従業員Ｈは，原告から預かった小切手及び関係書類については，１
週間か１０日位でＣに返還する旨を申し述べて，Ｃらに対して，本件小切手を返還
しなかった。そこで，ＦがＨに対し，これを書面化することを求めたところ，Ｈ
は，会社の方針でそのような書類は出せないと答えたため，Ｆは，Ｈからもらった
名刺（甲４５）の裏に「４／２　書類，小切手　１週間ぐらいでベスト小のにもど
す　『Ｍ営業所ではないため』　一筆はかけない」と記載しておいた。
    (4)　原告の２回目の不渡り
      ア　被告は，同月２３日，前記(3)のＢ株式会社の被告に対する債務につい
て，第１回支払日の元利金が６０万０７５０円であるのにもかかわらず，誤って支
払金額が６４万５３５０円であるとの記載がある返済金振込用紙（甲４９）を，Ｂ
株式会社に送付した。
      イ　Ｂ株式会社は，同年５月６日，振込用紙の誤記に気付き，金銭の支払い
を止めるとともに，被告Ｍ営業所従業員に対して，電話で請求額が誤っている旨指
摘したところ，同従業員は，正しい振込用紙を郵送するのでそれで返済するよう申
し出た。
      ウ　他方で，被告従業員は，同日，原告に対して小切手債権を行使すること
とし，本件小切手を支払場所であるＮ銀行Ｍ支店に呈示したところ，前記争いのな
い事実等のとおり，原告は資金繰りがつかず，２回目の不渡りとなって銀行取引停
止処分を受けた。
      エ　Ｃは，同月７日，第１回目の支払金を持参し，かつ本件小切手を支払に
回したことにつき抗議すべく被告Ｍ営業所に赴いたところ，同営業所従業員は，
「小切手が回ってしまったことを調査しているので，時間が欲しい，第１回目の支
払分は，払わなくてもよい。」との対応であった。
  ２　争点に対する判断
    (1)　争点(1)及び(2)について
      ア　上記認定事実，ことに，平成１０年４月２日の書類作成の際に，Ｂ株式
会社名義の７００万円の借用証書が作成されていること，Ｂ株式会社は，同日，被
告との間で（保証）債務弁済契約証書を取り交わしたが，同証書にはＢ株式会社が
被告から７００万円を借り入れ，同額の金員の交付を受けた旨の記載があること，
被告は，同日，Ｂ株式会社に対し，７５４万５６２７円の領収証を作成・交付した
こと，その領収証には，Ｅの指示を受けた被告Ｍ営業所従業員Ｉにより，「本日の
入金をもって貴殿（社）の本件に関する保証債務はすべて終了いたしました」との
手書きの記載がなされているほか，「債務弁済金」欄の「完済」の部分と，「利
息」欄に丸がつけられ，債務者である原告の保証人としての代位弁済である旨と，
融資残高はゼロである旨
の記載があること，被告は，第１回目の小切手不渡り以降，Ａが金策に出ていたこ
とから同人と連絡が取れなかったこともあり，平成１０年３月１７日ころからＢ株
式会社など連帯保証人に対する請求の姿勢を強め，以後原告に対する内容証明郵便
による督促等はしなかったことなどの諸事情に照らせば，被告は，当時，既に原告
からの実質的な回収は見込めないことを認識したうえで，Ｂ株式会社を主債務者と
する新たな消費貸借契約を締結し，同社及びその連帯保証人から原告の本件債務を
回収することを望み，Ｂ株式会社は，被告の求めに応じ，被告から７００万円を借



り受けた上で，これに手持ち資金を加えて，原告の被告に対する残債務７５４万５
６２７円を代位弁済したものと認めるのが相当である。
      イ　これに対して，証拠（乙２１，２２，証人Ｅ）中には，Ｂ株式会社は，
当日，被告から新たに金銭を借り受けたのではなく，原告の債務を併存的に引き受
けたのであるが，被告Ｍ営業所には，当時，併存的債務引受用の契約書が存在しな
かったため，通常の消費貸借契約書を代わりに用いたに過ぎない旨，及び領収証
（甲４４）中の「本日の入金をもって貴殿（社）の本件に関する保証債務はすべて
終了いたしました」との手書きの記載についても，Ｂ株式会社が債務を弁済したこ
とを示すものではなく，Ｂ株式会社に併存的債務引受契約による債務が発生したこ
と及びこれに伴って保証債務の履行が終了したことを確認する意味でＩに書かせた
ものであるとの供述ないし供述記載部分がある。
        　しかしながら，併存的債務引受用の契約書がないために，消費貸借契約
書を併存的債務引受契約書として代替させるのであれば，契約書の中に併存的債務
引受である旨を記載するのが通常であるにもかかわらず，証拠上かかる記載が見当
たらないこと（甲３２ないし３４，乙８ないし１０），領収証（甲４４）にも，併
存的債務引受契約が締結されたことは記載されておらず，かえって，債務弁済金欄
の「完済」の部分に丸がされ，融資残高がゼロであるとの記載があること，証人Ｅ
は，その記載の意味につき，一般的には主たる債務者の残債務額を記載するもので
あると供述していることなどからすれば，前記供述ないし供述記載部分は直ちに採
用することができない。
        　また，被告は，同日，本件小切手をＣらに対して返還しなかったこと
は，前記認定事実のとおりであるが，前記認定事実及び証拠（甲４５，５５，証人
Ｃ）によれば，Ｃらが小切手等の書類の返還を求めたところ，Ｈが，本件小切手は
別の場所で管理しており，現時点で被告Ｍ営業所にはないので，後日返還すると述
べたことが認められる。
        　そうとすれば，本件小切手が返還されなかった事実は，Ｂ株式会社が原
告の被告に対する債務を代位弁済した事実を左右するものではない。
      ウ　したがって，争点(2)について判断するまでもなく，被告の原告に対する
貸金債権は，平成１０年４月２日のＢ株式会社の代位弁済によって消滅したと解さ
れる。
        　そうすると，被告従業員が原告に対する貸金債権を有しないにもかかわ
らず，原告の振り出した本件小切手を支払呈示に回したのは，少なくとも過失があ
り，原告に対する不法行為に該当すると解するのが相当である。
    (2)　争点(3)について
      ア　付加価値を基準とする営業損害について
        　原告は，損益計算書上の税引前当期利益に人件費を加算した付加価値を
基準として，本件不渡事故が起こらなければ，原告が少なくとも営業を続けられた
であろう３年間分の付加価値が原告の営業損害であり，損害額であると主張し，証
拠（甲１０，３５，３６）中には，これに沿う部分が存する。
        　しかしながら，そもそも付加価値という概念は，企業が自己の営業活動
によって，新たに作り出した価値一般を指すものと解されるところ，これは当該企
業の社会的価値を評価する基準とはなり得るとしても，不法行為により企業が倒産
させられたことによって，企業そのものが受けた損害を評価する基準として採用す
るのは相当でないものと考えられる。
        　のみならず，原告がその根拠として使用した平成８年１０月１日から平
成９年９月３０日までの原告の損益計算書（甲３９）には，負債がゼロと記載され
ているところ，証拠（乙２３，証人Ｃ）によれば，本件不渡事故の時点で，原告の
債務は概算で４７９２万円（Ｊ所有の不動産の担保提供分として３０００万円，Ｂ
株式会社等に対する債務として１０９２万円，平成１０年３月分と４月分の未払い
賃金として合計７００万円）は存在していたことが認められるから，その約８か月
前の負債がゼロであるとは考え難く，損益計算書の記載自体の信用性が極めて疑わ
れる。
        　また，前記前提となる事実によれば，原告は本件不渡事故の前に既に第
１回目の不渡りを出しており，その後は，代表者Ａが資金繰りに奔走しながら本件
不渡りを回避できなかったのであるから，原告が本件不渡事故がなかったならば，
今後３年間も営業を継続できたものと推認することはできず，これを認めるに足り
る証拠もない。そうすると，原告主張の損害は，その基礎数値が全く不正確である
といわざるを得ない。



        　したがって，原告の付加価値を基準とする営業損害の主張は，到底採用
することができない。
      イ　財産的損害について
        　そこで，原告の被った財産的損害について検討するに，前記争いのない
事実等及び前提となる事実によれば，原告は本件不渡事故の前に既に第１回目の小
切手不渡りを出しており，その後は，代表者Ａが資金繰りに奔走している状況が認
められるうえ，従業員給与の支払にも窮し，多額の地方税の滞納があった状況であ
り（乙２１），また，本件不渡事故の際も，１００万円の小切手債務請求に対して
全く資金を用意できなかったのであるから，本件不渡事故がなくとも早晩倒産する
蓋然性が大であったことが認められる。
        　したがって，本件不渡事故により原告に財産的損害が生じたことを認め
ることはできない。
      ウ　無形の損害
        (ア)　しかしながら，法人は，名誉毀損ないし信用毀損に基づいて，無形
の損害の賠償を請求することができると解されるところ（最高裁判所昭和３９年１
月２８日第一小法廷判決参照），被告は，その時点においては，原告が未だ銀行取
引停止処分を受ける原因が存しないのに，原因関係上の権利を喪失した，債権とし
ての実体を有しない小切手を行使して，原告に銀行取引停止処分を受けさせ，もっ
て，本件不渡事故により，原告の信用を著しく毀損したことが認められる。
          　したがって，原告は，被告に対し，信用毀損に基づいて，無形の損害
の賠償を請求することができると解するのが相当である。
        (イ)　そして，証拠（甲１７ないし２１，２２の１，２，３５）によれ
ば，原告は，本件不渡事故により，銀行取引停止処分を受けたことが原因で，産業
廃棄物処理業等の業務を実質的に行うことができなくなったこと，取引先であるＬ
から，工事中であったＺ県庁舎ＪＶ工事事務所の現場への入場を停止されたこと，
平成７年度から下請二次業者として取引を続行していたＫから取引関係を断たれた
こと，原告がＸ県Ｍ市で計画していた焼却炉設置についても，工事途中で本件不渡
事故が起こったために工事が中止され，原告が相手方に支払った一部金９００万円
が無駄になったことが認められる。
        (ウ)　以上の事情を総合勘案すれば，本件不渡事故によって原告が被った
無形の損害は，金４００万円と認めるのが相当である。
      エ　弁護士費用
        　原告が原告訴訟代理人に本件訴訟の提起，追行を委任したことは明らか
であるところ，本件事案の性質，審理の経過及び認容額等に鑑みると，本件不法行
為と相当因果関係のある弁護士費用は，金６０万円と認めるのが相当である。
  ３　結論
    　以上によれば，原告の請求は，金４６０万円及びこれに対する平成１０年５
月６日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由がある
からこれを認容し，その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして，主
文のとおり判決する。
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